
 
 
 
 
 

登米市第２期障害福祉計画 
（計画期間：Ｈ２１～Ｈ２３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２１年４月 
 
 
 
 
 
 
 



  目目    次次  
 
第第１１章章  障障害害福福祉祉計計画画策策定定のの基基本本的的なな考考ええ方方  ・・・・・・・・・・・・・・・１  

第１節  計画策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

    １. 障害者計画及び第１期障害福祉計画・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

    ２. 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 
第第２２章章  第第２２期期障障害害福福祉祉計計画画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

第 1 節 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

    1．地域生活への移行の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

    2．就労支援の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

        3．相談支援体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

第 2 節 障害者自立支援法による障害者福祉 

       サービスの円滑な移行・提供の確保・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

第 3 節 サービスの体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

  第 4 節 平成 23 年度の数値目標の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

1. 福祉施設入所者の地域生活への移行目標・・・・・・・・・・・・・・  6 

2. 入院中の精神障害者の地域生活への移行目標・・・・・・・・・・・・  6 

3. 福祉施設から一般就労への移行目標・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

第 5 節 障害福祉サービス及び相談支援の見込量及び 

その確保のための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･8 

  1．訪問系、日中活動系福祉サービスの見込量の総括表・・・・・・・・・･ 8 

   （1）訪問系サービス･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

   （2）日中活動系サービス･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

2．居住系サービス･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

3．相談支援事業見込量･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 14 

    第 6 節 地域生活支援事業見込量及びその確保のための方策･･･・・・・・・･･ 15 

１．必須事業･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･15 

    ２．任意事業･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 

第第３３章章  計計画画のの推推進進・・評評価価ののたためめにに  ･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

第１節  各主体の役割  ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･････21 

1. 障害者･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

2. 学校･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

3. 地域社会･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

4. 団体･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

5. 企業･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

6. 市・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 



第２節  計画の推進体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･23 

1. 全庁的な推進体制の整備･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

2. 進行管理･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

3. 情報公開･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

 

○計画策定関係資料 ･･･・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

    Ⅰ 自立支援給付事業の見込量と実績･・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

    Ⅱ 地域生活支援事業の見込量と実績･・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

    Ⅲ 移行計画集計表･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

    Ⅳ 登米市障害者計画・障害福祉計画策定委員会設置要綱･・・・・・・・・30 

    Ⅴ 登米市障害者計画・障害福祉計画策定委員会委員名簿･・・・・・・・・32 

  

  

  

  

  

  

  



 

第１章 障害福祉計画策定の基本的な考え方 

    

第１節 計画策定の目的 

    平成１８年４月からの障害者自立支援法の施行に伴い、平成１９年３月に策

定された登米市障害福祉計画は、第１期の計画期間を平成１８年度から平成２

０年度までとし、福祉サービスの新体系への移行を進めながら、基本理念とし

て掲げる「だれもが自分らしく笑顔で暮らせるまち とめ」の実現に向け、各

種の障害福祉施策を展開してきました。 

    今回策定する第２期障害福祉計画は、第１期計画の実績や計画期間中に生じ

た新たな課題を踏まえた所要の見直しや、障害者の地域生活への移行の促進、

一般就労への移行支援の強化、相談支援体制の充実・強化など、国の第２期障

害福祉計画策定の基本指針に沿った数値目標の見直しを図るためのものです。 
 

１．障害者計画及び第１期障害福祉計画 

第２期障害福祉計画の策定にあたり、障害者計画及び第１期障害福祉計

画の策定時の考え方を例示します。 

   

「障害者計画」（計画期間Ｈ１８～Ｈ２３） 

障害者計画は、障害者基本法第 9 条 3 項の規定に基づき、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第４項の規定により定めた登米市総合

計画の基本構想に即した計画です。 

この計画は、本市における障害者の状況等を踏まえ、障害者のための

施策に関する基本的な計画を策定し、障害者施策の総合的な取り組みを

推進するためのものです。 

 

「第１期障害福祉計画」（計画期間Ｈ１８～Ｈ２０）  

 

   障害福祉計画は、障害者自立支援法第 88 条の規定に基づき基本方針に即し

て、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関

する計画を定め、各年度における障害福祉サービスの種類毎の必要な見込み、

その確保のための方策などを定めていきます。 

   この計画は、本市における障害者の現状を把握するとともに、将来の動向に

ついての予測を行い、これらに基づいて今後の障害者施策を効果的に推進して

いくことを目的として策定するものです。 
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２．計画期間 

第２期障害福祉計画は、第 1 期計画を受け平成 2１年度から平成２３年度までの

3 年間を計画期間とします。計画期間の各年度における障害福祉サービス等の数値

目標を設定し取り組むものとします。 

 
 計画の期間

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

障   害   者   計   画 

第1期障害福祉計画 第2期障害福祉計画

地域の実情に応じ、ｻｰﾋﾞｽの
数値目標を設定

第1期の実績を踏まえ
第2期計画を策定
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第２章 障害福祉計画 

 

 

第1節 基本的な考え方 

   障害者福祉計画の基本理念等を踏まえ、障害者が希望する暮らしの実現やその意欲、

能力（適性）に応じた活動を保障するため、次に掲げる項目において、必要な障害福祉

サ－ビス及び地域生活支援事業の提供体制を計画的に確保します。 

 

１．地域生活への移行推進 

      訪問系サ－ビスの更なる充実を図り、障害のある人が望む適切な日中活動系サ

－ビスを確保します。 

          また、居住の場として、日中活動を行いやすい地域ごとにグル－プホ－ムやケ

アホ－ムの設置を引き続き促進するとともに、自立訓練を推進し施設や入院から

地域生活への移行を進めます。 

 

２．就労支援の強化 

      就労移行支援事業を柱に福祉施設での就労支援機能の強化を促すとともに、福

祉・労働・教育の各分野が連携し、協力して雇用促進を図る体制づくりを進めま

す。 

「障害者就業・生活支援センター」開設により、障害者のための職場実習や就

職先の開拓及び職場定着支援等の事業を実施していますので、相互に連携し厳し

い経済状況の中にも就労促進と就業の安定を図ります。また、障害者の雇用を支

援するため、一般企業や公共職業安定所等関係機関による、就労支援のネットワ

ークを早期に構築し、充実を図ります。 

 

３．相談支援体制の整備 

     住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、当事者やその家族が悩み

ごとなどを含め全般にわたり、気軽に相談できる体制づくりを進めます。 

     また、多様なサ－ビスなどに関する情報提供を充実させ、必要とするサ－ビス

を適切に利用できるよう努めます。 
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ホームヘルプサービス 居宅介護(ホームヘルプ)

ガイドヘルプサービス 平成18年10月から 重度訪問介護

デイサービス 新体系へ移行 行動援護

ショートステイ 生活介護

グループホーム 療養介護

児童デイサービス

重症心身障害児施設 短期入所(ショートステイ)

療護施設 重度障害者等包括支援

更生施設 共同生活介護(ケアホーム)

授産施設 平成18年10月から 施設入所支援

福祉工場 5か年で新体系へ

通勤寮 順次移行 自立訓練

福祉ホーム 就労移行支援

生活訓練施設 就労継続支援

小規模通所授産施設 共同生活援助(グループホーム)

小規模作業所

補装具費の支給

補装具

相談支援(サービス利用計画の作成等)

更生医療

育成医療 自立支援医療

精神障害者通院医療費公費負担

相談支援の一部

ガイドヘルプサービスの一部 相談支援事業

訪問入浴サービス コミュニケーション支援事業

日常生活用具等の給付・貸与 日常生活用具給付等事業

手話奉仕員・要約筆記者派遣 移動支援事業

通所施設での創作的活動や生産 地域活動支援センター機能強化事業

活動の機会の提供、社会との交 その他の事業

流促進 (福祉ホーム等への居住支援、生活

福祉ホーム、盲人ホーム 支援サービス、社会参加促進事業等

その他の生活支援サービス

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

○

自立支援給付

○

○

○

○

○

○

市町村地域生活支援事業

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

施
設
系

○

○

○

○

○

○

○

在
宅
系

○

○

○

○

○

旧体系 障害者自立支援法に伴うサービス事業体系

○

○

○

○

○

○

○

第2節 障害者自立支援法による障害者福祉サービスの 

     円滑な移行・供給の確保 

   障害者自立支援法による制度の変化に対応して、サービス事業体系の円滑な移行を図

るとともに、今後も障害福祉サービスの安定した供給ができるよう、重点的に取り組み

ます。 

 

               新体系への移行 
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第３節 サービスの体系

療 養 介 護

移 動 支 援 事 業

地 域 活 動 支 援

セ ン タ ー 事 業

居 宅 介 護

（ ホ ー ム ヘ ル プ ）

重 度 訪 問 介 護

行 動 援 護

自立支援給付

訪問系サービス

地域生活支援事業

そ の 他 の 事 業

児 童 デ イ サ ー ビ ス

短 期 入 所

( シ ョ ー ト ス テ イ ）

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

就 労 継 続 支 援

(Ａ (雇 用)型 ･ Ｂ(非 雇用 ) 型 )

就 労 移 行 支 援

自 立 訓 練

（ 機 能 訓 練 ・ 生 活 訓 練 ）

生 活 介 護

日 常 生 活 用 具 給 付 等 事 業

コミュニケーション支援 事業

相 談 支 援 事 業

日中活動系サービス

居住系サービス 共同 生 活介 護 ( ケ ア ホー ム )

施 設 入 所 支 援

共 同 生 活 援 助

( グ ル ー プ ホ ー ム )

相 談 支 援 サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成

障
　
害
　
福
　
祉
　
サ
　
ー

　
ビ
　
ス
　
等
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第4節 平成23年度の数値目標の設定 

第２期障害福祉計画では、施設及び医療機関から地域への移行をさらに進める観点か

ら、次の３つの施設について計画最終年度での地域生活への移行目標を定めるものです。 

１．福祉施設入所者の地域生活への移行目標 

平成20年10月1日における施設入所者について、平成23年度末までの地域

生活への移行目標を設定します。 

                          （単位：人、％） 

事    項 数  値 備   考 

現入所者数 Ａ(※1) １３９人 平成 20 年 10 月現在 

目標年度入所者数 Ｂ １１２人 平成 23 年度末時点の利用人数 

削減見込み目標値 Ｃ ２７人 Ａ－Ｂ 

地域移行目標数 Ｄ(※2) ２７人
施設入所からグループホーム、 

ケアホーム等へ移行者数 

地域移行率 19.4％  Ｄ／Ａ（国の目標は 10％） 

施設退所率 19.4％  Ｃ／Ａ（国の目標は 7％） 

※1  この目標の対象として想定する施設は、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障

害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、精神障害者入所授産施設とします。 

※2 地域移行は、上記施設の入所者が施設を退所し、生活の拠点をグループホーム、ケアホーム、

福祉ホーム、公営住宅、一般住宅へ移すことを指します。（家庭復帰を含む） 

 

２．入院中の精神障害者の地域生活への移行目標 

平成23年度までに、精神科病院入院患者のうち受け入れ条件が整えば退院可

能な精神障害者の社会的入院の解消を目指し、平成23年度末における減少目標

値を設定します。 

                            （単位：人） 

事    項 数  値 備   考 

現 在 数 １２人
平成 20 年患者調査時の退院可能

精神障害者 

目標減少数 １２人
上記のうち、平成 23 年度末までに

減少を目指す数                  

＊現在数の１２人について、前回調査では長期入院者６４名をそのまま現在数としまし

たが、今回、宮城県の調査により、実際に地域移行が可能な人数を現在数としました。 
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３．福祉施設から一般就労への移行目標 

平成23年度中に福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、一般就労

に移行する、障害のある人の目標値を設定します。 

事 項 数 値 備 考 

現在の年間一般就労 

移行者数 
２人

平成 20 年度において福祉施設を

退所し、一般就労した方の数 

目標年度における 

年間一般就労移行者数 
８人

平成 23 年度において福祉施設を

退所し、一般就労する方の数（国の

目標は４倍） 

※この目標の対象として想定する施設は、（身体障害者施設）更生施設、療護施設、授

産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設（知的障害者施設）更生施設

（入所、通所）、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設（精神障害者

施設）生活訓練施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設とし

ます。 

※一般就労した方とは、一般に企業等に就職した方（就労継続支援Ａ型（雇用型）及び

福祉工場の利用者となった方を除く）、在宅就労した方、及び自ら起業した方になり

ます。 
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第 5 節 障害福祉サービス及び相談支援の見込量及び 

その確保のための方策 

1．訪問系・日中活動系福祉サービスの見込量の総括表 

     平成 23 度までの各年度における障害者福祉サービスと相談支援の必要見込量は以下

のとおりです。 

なお、設定にあたっては、平成 18 年度～平成 20 年度の実績を踏まえ、サービス利

用量の推移、施設の新体系移行目標年次、サービス供給体制等を勘案し設定しました。 

                                    （1 か月当たり） 

区   分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

55 人 64 人 75 人

居宅介護 

重度訪問介護 

行動支援 

重度障害者等包括支援 
1,740 時間 1,917 時間 2,504 時間

96 人 116 人 203 人
生活介護 

1,609 人日 1,998 人日 3,685 人日

0 人 0 人 1 人自立訓練 

（機能訓練） 0 人日 0 人日 16 人日

19 人 20 人 9 人自立訓練 

（生活訓練） 304 人日 320 人日 144 人日

50 人 25 人 31 人
就労移行支援 

950 人日 475 人日 589 人日

3 人 13 人 14 人就労継続支援 

（A 型） 60 人日 260 人日 280 人日

65 人 85 人 104 人就労継続支援 

（B 型） 1,300 人日 1,700 人日 2,080 人日

療養介護 3 人 3 人 4 人

0 人 0 人 0 人
児童デイサービス 

0 人日 0 人日 0 人日

17 人 18 人 19 人
短期入所 

136 人日 144 人日 152 人日

＊ 区分毎の数値目標の設定に当たっては、「計画策定関係資料」に掲載した第１期障害福祉計画の

実績（Ｈ１８～Ｈ２０）及び宮城県が調査した各事業者毎の障害者自立支援法適用施設への移行

計画の集計表、並びに登米市の動向を加味した推計値により各数値目標を設定。（区分毎の数値目

標についての考え方は各表の表下に記載） 
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（１）訪問系サービス 

① 居宅介護（ホームヘルプサービス） 

自宅で入浴、排せつ、食事などの介護等を行います。（介護給付） 

② 重度訪問介護 

重度の障害があり常に介護を必要とする人が対象です。自宅で入浴や排せつ、 

食事の介護等から、外出時の移動支援等を総合的に行います。（介護給付） 

③ 行動援護 

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人が対象です。行動 

するとき必要な介助や移動の補助を行います。（介護給付） 

④ 重度障害者等包括支援 

常に介護が必要な人の中でも必要程度が非常に高いと認められた人が対象です。

居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。（介護給付） 

【サービス提供見込み量】 （単位：時間／月） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等 

包括支援 

1,740 1,917 2,504

＊Ｈ２１～Ｈ２３の数値目標については、Ｈ２０までの利用人数実績に、年１０人程度の

利用者増及サービス支給決定期間の終了に伴う減分を加味して設定。（利用者１人当た

りの月平均利用時間数×利用者人数を基に積み上げ） 

 

確保のための方策 

・民間事業者などの事業参入を促進し、多様な事業主体によるサービス供給体制

の充実を図ります。 

・｢重度障害者等包括支援｣については現在提供していませんが、ニーズの動向を

ふまえ、サービス提供体制の整備を検討します。 

・医療的介護サービス提供のできる事業所の拡充を推進します。 

 

（２）日中活動系サービス 

① 生活介護 

常に介護を必要とする人に、障害者支援施設などで、入浴や排せつ、食事の

介助や創作的活動、生産活動の機会を提供します。（介護給付） 
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【サービス提供見込み量】 （単位：人日／月）

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

生活介護 1,609 1,998 3,685

      ＊Ｈ２１～Ｈ２３の数値目標については、各事業者毎の障害者自立支援法適用施設への移

行計画に基づき、移行計画年度毎の利用人数×平均利用日数で設定。 

 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能

力の向上のために必要な訓練を行います。（訓練等給付） 

（ア）機能訓練：身体機能の向上のために必要な訓練を行います。 

（イ）生活訓練：自立生活が困難な方を対象に、地域生活を営む上での必 

要な訓練を行います。 

【サービス提供見込み量】 （単位：人日／月） 

 区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

自立訓練 

（機能訓練） 
０ ０ 16

自立訓練 

（生活訓練） 
304 320 144

      ＊（機能訓練）については移行を計画している事業者が無かったことによる。 

      ＊（生活訓練）については利用期間が２年であることから、Ｈ２１及びＨ２２については

移行計画に基づく積み上げとし、Ｈ２３年度は生活介護及び就労継続支援Ｂ型への移行

分を見込んだ。 

 

③ 就労移行支援 

一般就労を希望する人に、一定期間生産活動やその他の活動の機会を提供し、

知識の習得や能力向上のための訓練を行います。（訓練等給付） 

【サービス提供見込み量】 （単位：人日／月） 

 区  分 平成 21 年度 平成 22 度 平成 23 年度 

就労移行支援 950 475 589

＊就労移行支援については利用期間が２年であり、Ｈ２０に既に移行した事業者があるこ

とから、Ｈ２２年度は就労継続支援Ｂ型への移行分を加味した。 

 

④ 就労継続支援（Ａ（雇用）型・Ｂ（非雇用）型） 

一般就労が困難な人に、就労や生産活動その他の活動の機会を提供し、知識の

習得や能力向上のための訓練を行います。（訓練等給付費） 
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（ア） Ａ（雇用）型 

利用者と事業者が雇用関係を結び、生産活動その他の活動の機会を通じ

て、知識の習得や能力向上の訓練を行います。 

（イ） Ｂ型（非雇用）型 

一定の賃金水準のもとで継続した就労の機会を提供し、Ａ（雇用）型へ

の移行に向けて支援します。 

【サービス提供見込み量】   （単位：人日／月）

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

就労継続支援（Ａ型） 60 260 280

就労継続支援（Ｂ型） 1,300 1,700 2,080

 

＊就労継続支援についてはＨ２１から移行を計画している事業者が多く、利用期間につい

ての制限もないことから、大幅な利用増の見込となった。また、生活訓練及び就労移行

支援からの移行についても合わせて見込んだ。 

 
就労支援体制と連携  

 

 

 

就労移行支援事業（2 年間） 

○ 基礎訓練（6 ヶ月）          ○ マッチング（１２ヶ月） 

適正・課題の把握、体力向上        求職活動、職場実習、職場開拓等 

○ 実践訓練（6 ヶ月） 

施設内・外授産活動、企業見学、職場体験 

就労継続支援事業（３年間） 

 ○ Ａ型：雇用契約あり、授産活動      ○ Ｂ型：雇用契約なし、授産活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職 

障害者就業・生活支援センターにおける支援 

○ 就労面での支援 

・ 仕事に従事する上での悩み、人間関係での悩みに対する支援・助言 

・ 離職理由の分析、再離職の防止 

・ 就職活動（ハローワーク同行・面接同席・職場開拓等） 

○ 生活面での支援 

・ 生活習慣の形成、自己・健康・金銭管理等に関する助言 

・ 保健医療機関、生活支援サービスの利用の支援 

・ 住居の確保、年金申請、福祉サービスの利用の支援 

・ 就業後や休日の余暇活動などについての支援・助言 

・ 長期的な生活設計などについて支援・助言 

離職 

就
職
後
の
フ
ォ
ロ
ー 

在宅障害者  養護学校卒業生  離職者 

＊連携 

市や相談支援事業所、学校、就労関係機関が企業の情報や障害者の個

別支援計画を共有化し、就労を希望する障害者への支援を円滑に継続

する。 
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⑤ 療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活のお世話をします。（介護給付） 

【サービス提供見込み量】         （単位：人／月）

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

療養介護 3 ３ 4
 

＊療養介護については利用者及び施設とも限定されており、実績に基づき数値目標を設定。 

 

⑥ 児童デイサービス 

障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練

などを行います。（介護給付） 

【サービス提供見込み量】 （単位：人日／月） 

 区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

児童デイサービス 0 0 0
 

＊児童ディーサービスについては移行を計画している事業者は無かったが、その代替機能

として日中一時支援事業の増加が見込まれる。 

 

⑦ 短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間の施設入所ができます。（介護

給付） 

【サービス提供見込み量】 （単位：人日／月）

 区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

短期入所  

（ショートステイ） 
136 144 152

 

＊短期入所については、これまでの実績に基づき、利用者見込に月毎の平均利用日数を乗

じて設定。 

 

確保のための方策 

  1）入所から一般就労への移行支援 

     ・障害者の専門的・総合的な就労指導、就業講習等を行う県障害者職業能力開発   

      校等の活用を促進し、障害者の就業を支援します。 

・事業者に対し就労移行支援事業の取組みを推進し、一般就労への移行を促進し 

ます。 

      ・障害者が身近な地域で就労継続支援を利用できるよう民間事業者に働きかける

とともに円滑に移行するための支援を図ります。 

 

    2）障害者雇用の促進 

     ・国、県の関係機関と連携し、事業主に対する障害者雇用を促進する各種助成制
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度等の周知徹底を図るとともに、理解を深めるための啓発活動を推進します。 

     ・知的障害者職親制度を活用し、知的障害者の雇用を促進します。 

 

    3）その他日中系活動サービスの推進 

     ・新たなサービス体系への移行の促進を図るため、生活介護などのサービス提供

事業所への支援を図ります。 

・児童デイサービスで行う個別指導や集団療育等のサービスは、登米市こじか園

（知的障害児通園施設）でその役割を担い一層の充実を図ります。 

・食事や入浴、排せつ等の生活介護を必要とする障害のある人に対する日中活動

の場の拡充を図ります。 

     ・精神障害者の社会復帰のため、保健所など関係機関と連携して、社会適応訓練

（職親）等の推進を図ります。 

 

２．居住系サービス 

① 共同生活援助（グループホーム） 

地域で共同生活を営む知的、精神の障害のある人に、相談や日常生活上の援助

を行います。（訓練等給付） 

② 共同生活介護（ケアホーム） 

介護を必要とする知的、精神障害のある人を対象に、共同生活で入浴や排せつ、

食事の介護を行います。（介護給付） 

【サービス提供見込み量】 （単位：人／年） 

 区   分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

89 92 104
 

                         ※移行型ホームを含む 

  ＊グループホーム（訓練等給付）は基本的に障害程度区分１又は非該当の方の利用を見込

んでいる。 

＊ケアホーム（介護給付）は障害程度区分２以上の方が利用可能。 

＊数値目標は各事業者の移行計画に基づき設定。 

 

③ 施設入所支援 

夜間に介護を必要とする身体、知的、精神の障害のある方を対象に、入所施設

において夜間における居住の場を提供します。平日の日中は、日中活動の事業を

利用します。（介護給付） 
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【サービス提供見込み量】 （単位：人／年）

 区   分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設入所支援  16 34 112
 

  ＊数値目標は各事業者の移行計画に基づき設定。 

 

確保のための方策 

・地域に住み、身近にサービスを利用することができるよう、既存施設の改修等

を支援しケアホーム、グループホームなどの開設を促進するとともに福祉ホー

ム事業の実施について検討します。 

     ・居住支援を必要とする障害者に対し、広域で調整しながら、居住施設を確保し

ます。 

     ・障害者に対する差別・偏見をなくすために、障害に関する知識についての啓発

活動を推進します。 

 

 

３．相談支援事業見込量 

  ①相談支援 

   障害福祉サービス（施設入所支援、自立訓練、グループホーム、ケアホーム及び

重度障害者等包括支援を除く）の利用が見込まれる人のうち、自ら福祉サービスの

利用に関する調整が困難な方や、一定期間集中的な支援が必要な方等に計画的なサ

ービス提供を図るなど相談支援を行います。 

【サービス提供見込み量】     （単位：人／年） 

 区     分 平成 21 度 平成 22 年度 平成 23 年度 

サービス利用計画作成対象者数 17 20 23
 

＊障害特性や家庭事情などにより、福祉サービスを利用する本人に代わって担当ケアマネージ

ャーが福祉サービス等の調整を行うもの。実績を踏まえ数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

    ・自ら福祉サービスの利用に関する調整が困難な単身の障害者等に適切なサービス 

利用計画の作成を円滑に行うために、ケア会議を開催することで関連機関と連携 

を図るとともに、専門的な相談体制を確保します。 
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第6節 地域生活支援事業の見込量及び 

その確保のための方策 

障害者の方が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域の特性や利

用者の状況に応じて市が柔軟に実施できる、地域生活支援事業が平成18年度より創設

されています。 

地域生活支援事業としては、５つの必須事業と11の任意事業で構成し、障害者の社

会参加を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 必須事業  

 

・相談支援事業 

・コミュニケーション支援事業 

・日常生活用具給付等事業 

・移動支援事業 

・地域活動支援センター事業 

 

 任意事業  

・ 訪問入浴サービス事業 

・ 更生訓練費給付事業 

・ 知的障害者職親委託事業 

・ 日中一時支援事業 

・ 手話奉仕員養成事業 

・ 障害者自動車運転免許取得助成

事業 

・ 身体障害者用自動車改造費助成

事業 

・ 福祉タクシー利用助成事業 

・ 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用

費助成事業 

・ 透析患者通院交通費助成事業 

・ 知的障害者社会参加推進事業 

 

１．必須事業 

①相談支援事業 

地域ごとの巡回相談等を実施し、身近で相談しやすい体制を整え障害者本人、

障害児の保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害

福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行います。虐待の防止およびその早期

発見のための関係機関との連絡調整など、障害者等の権利擁護のために必要な援

助を行います。 

平成 19 年 11 月、地域において障害者を支えるネットワークの構築に関して

中核的な役割を果たす「登米市障害者自立支援協議会」設置により、相談支援事

業を効果的に実施し、相談支援事業者の運営評価や困難事例への取り組み方等を

協議、調整します。 
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■事業実施見込みか所数                          単位：か所 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

障害者相談支援事業 2 2 2

地域自立支援協議会 1 1 1相談支援事業 

障害児等療育支援事業 （1） （1） （1）

住宅入居等支援（居住サポート）事業 ０ ０ 2

成年後見制度利用支援事業 ０ ２ 2

     ※（ ）内の数字は県事業 
 

確保のための方策 

・3 障害（身体・知的・精神）を対象とした相談事業を相談支援事業者に委託し、

相談体制を充実します。 

・相談支援事業者における相談支援の専門員を確保します。 

・サービス利用計画作成を担当するケアマネージャーとの連携を図ります。 

     

登米市相談支援事業実施体制 
 

（関係機関）・障害福祉サービス事業所・入所施設・保健医療機関・就労支援企業・行政機関・障害者団体・ボランテｨア等住民団体 

   
          連携      障害福祉計画の 連携         連携 
                      進行管理 協議・調整 
 巡回        委託            委託         巡回 
 
 
 
 
     相談         連絡調整          連絡調整         相談      

巡回       相談 
                                相談      巡回 

                                                  
                                                     

 
 
 

・障害児等療育支援事業（委託）                   
                     ・県の相談支援事業 

広域的支援事業                      
                      サービス・相談支援者、              
                      指導者育成事業           

総合支所 

相談支援 

事業者 

（委託） 

地域活動支援ｾﾝﾀｰ

障害者及び家族 障害者及び家族 
宮城県 

相談支援 

事業者 

（委託） 

登米市 

(障害者自立支援協議会）
総合支所

地域活動支援ｾﾝﾀｰ 
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② コミュニケーション支援事業 

他者と意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対して、手話通訳者、要約筆

記者を派遣する事業や、手話通訳者を設置する事業などを実施し、他者との意思疎通の

仲介や必要な情報の提供を行います。また、手話通訳相談員は、市民や学校などを対象

とした手話講座を開催し、聴覚障害者等への理解を深め、地域との交流を支援します。 

■利用見込み実人員                            単位：人／年 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

手話通訳相談員設置事業 455 523 600

手話通訳者派遣事業 2 2 2

要約筆記奉仕員派遣事業 2 2 2

手話奉仕員派遣事業 0 0 0

合計 459 527 604

＊数値目標は実績に基づき推計により設定。 

  

確保のための方策 

  ・障害のある人を対象にコミュニケーション支援事業を周知し、サービスの利用を促進 

します。 

・ボランティア団体やサークル等との連携を強化します。 

  ・手話通訳者の配置と活用を図ります。 

  ・手話奉仕員の養成と資質の向上を図ります。 

 
③日常生活用具給付等事業 

重度の身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者に対して、日常生活が円滑に

行われるよう、日常生活用具を給付または貸与し、自立した生活を促進します。 

■利用見込み件数                            単位：件／年 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

介護・訓練支援用具 5 5 5

自立生活支援用具 20 16 12

在宅療養等支援用具 15 15 15

情報・意思疎通支援用具 10 10 10

排せつ管理支援用具 2,040 2,450 2,860

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
2 2 2

合計 2,092 2,498 2,904

＊日常生活用具の給付等については、個人毎の障害特性により器具類の購入・更新時期が異な

ることや使用量に違いがあることから、実績に基づき推計し数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

  ・日常生活用具の利用希望者の把握を進めます。 
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  ・障害の特性に合った適切な日常生活用具を給付します。 

・日常生活用具に関する情報提供を充実します。 

 
④ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害者等に対して、日常生活上必要不可欠な外出や余暇活動な

どの社会参加のための外出の際に、移動を支援します。 

■利用見込み                                 単位：箇所、人 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込み事業所 （箇所） 3 3 3

利用見込み者数 （人／年） 7 8 8

延べ利用見込み時間数（時間／年） 910 1,040 1,040

＊実績を踏まえ数値目標を設定した。 

 

確保のための方策 

  ・移動支援の利用希望者を把握し適切な利用を推進します。 

  ・移動支援事業の内容の情報提供を図ります。 

・サービス提供事業者の拡充に向け、事業者に働きかけます。 

  ・個別の移動支援を主に外出支援サービスとの調整を図り、利用者の利便を促進します。 

 

⑤ 地域活動支援センター事業 

利用者に創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流を進める事業を実施し

ます。併せて、地域活動支援センターの機能を充実強化し、障害者等の地域における生

活支援を促進します。 

21 年度より、精神障害者小規模作業所６箇所については、障害種別に関わりなく通

所可能となる形態での基礎的事業を実施しますが、今後、利用者の意向を踏まえた中で、

施設のあり方について検討していきます。また、利用者やその家族が困惑することのな

いよう、適切なサービスにつながる個々のケアプランの作成や情報の共有化を図ります。 

 
■事業実施見込み箇所数および利用見込み者数               単位：箇所、人 

区   分 21 年度 22 年度 2３年度 

実施見込み箇所数 ６ ６ 5
基礎的事業 

利用見込み者数 60 65 70

機能強化事業 地域活動支援センター ０ ０ ５

 

＊利用見込み者数については、施設等から地域への移行を進める観点から推計値により設定。 

 

確保のための方策 

  ・地域活動支援センターに通うことができる障害のある人の把握を進めます。 

・障害の特性に合わせた活動の機会の提供を図ります。 

  ・地域で生活する障害者の援助や、地域住民との交流活動が積極的に行われるよう地域



 

 19

活動支援センターの機能を充実します。 

 

２．任意事業 

① 訪問入浴サービス事業 

家庭において入浴することが困難な重度の障害者（児）の居宅を訪問し、入浴サービ

スの提供を行います。 

■利用見込み                             単位：箇所、人 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込み箇所数 （箇所） 3 3 3

利用見込み者数 （人／年） 8 9 9

延べ利用見込み回数 （回） 417 469 469

＊利用者の定着及び利用回数の増加など、実績を踏まえ数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

  ・利用希望者の把握を進めます。 

・サービス提供事業者の拡充を図ります。 

  ・サービス内容の情報提供を図ります。 

 

② 更生訓練費給付事業 

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している身体障害者や、身体障害者授産施

設等に入所している人に更生訓練費を給付し、社会復帰を促進していきます。 

■利用見込み                                  単位：人／年 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

利用見込み者数 ２ ２ ２

＊利用者が定着しており、実績を踏まえ数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

  ・事業内容の情報提供により、利用希望者の把握を進めます。 

 
③ 知的障害者職親委託制度 

知的障害者の更生援護に熱意のある事業経営者等（職親）に委託することが適当とさ

れた知的障害者を職親に預け、生活指導や技能習得訓練などを行い、雇用の促進と職場

における定着を高めていきます。 

■利用見込み                                  単位：人／年 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

利用見込み者数 ３ ４ ５

＊職親を受託している企業及び利用者の見込みを踏まえ数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

  ・事業の情報提供を図ります。 
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・利用希望者の把握を進めます。 

  ・職親の登録の拡充を図ります。 

 

④ 日中一時支援事業 
日中において介護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者に、日中

における活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援や一時的な休息ができるよう支

援します 
■利用見込み                              単位：箇所、人 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込み箇所数 （箇所） 16 17 17

利用見込み者数 （人／年） 84 88 92

延べ利用見込み回数 （回） 4,704 4,928 5,152

＊利用実績と事業者の登録状況を踏まえ数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

  ・利用希望者の把握を進めます。 

・サービス内容の情報提供を図ります。 

・サービス提供事業者の拡充を図り、受け入れ定員の増と、緊急の受け入れ体制の整備 

   促進をします。 

   

⑤ 社会参加促進事業 
障害者の地域との交流活動や社会参加を促進するため、次の事業を実施します。 

■利用見込み者数                               単位：人／年 

区   分 21 年度 22 年度 23 年度 

手話奉仕員養成研修事業 25 25 25

自動車運転免許取得費・改造費助

成事業 
12 12 12

福祉タクシー利用助成事業 395 400 405

在宅酸素療法者酸素濃縮器 

利用助成事業 
75 88 101

透析患者通院交通費助成事業 94 105 116

知的障害者社会参加推進事業 370 370 370

 

＊これまでの実績及び推計値により数値目標を設定。 

 

確保のための方策 

  ・各事業の情報提供を行い利用対象者の把握を進めます。 
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